
 

事 務 連 絡 

令 和 ５ 年 ３ 月 2 9 日 

 

各 都道府県・市区町村 生活保護担当部局 御中 

各 都道府県・市区町村 生活困窮者自立支援制度主管部局 御中 

 

 

厚生労働省社会・援護局 

保護課 

地域福祉課生活困窮者自立支援室 

 

 

こどもを守る地域ネットワークとしての要保護児童対策地域協議会の 

取組に係る自治会・町内会等に対する周知・協力要請の発出について（周知） 

 

  

平素より、厚生労働行政の推進につき、御理解と御協力を賜り感謝申し上げます。 

昨年 11 月 10 日に開催された「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議において、それまでの相

談状況等を踏まえ、被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強化のための方策について申

合せが行われ、いわゆる宗教２世・３世対策として「こども・若者の救済」に関する施策を実施

していくこととなりました。 

 

その具体策の一つとして、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）に基づく要保護児童対策地

域協議会を活用し、関係機関等がいわゆる宗教２世・３世（児童）に係る虐待、生活困窮等の事

例を発見した場合には、必要に応じて、要保護児童対策調整機関（市町村児童福祉担当部局等）

に対し、個別ケース検討会議の開催を要請し、こどもへの支援内容を協議するなど地域における

連携を強化することが確認されました。 

こうした対応について、関係省庁から関係機関等に対し、協力要請を行うこととされたことか

ら、今般、「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の事務局である法務省人権擁護局調査救済課長か

らの依頼に基づき、市町村の自治会・町内会等を所管する総務省自治行政局市町村課から各都道

府県市区町村担当課及び各指定都市地域コミュニティ担当課に対し、別紙の事務連絡が発出され

ました。具体的には、宗教２世・３世を含む地域のこどもが問題を抱えているような場合には、

必要に応じ、自治会・町内会等から市区町村の児童福祉部門又は児童相談所へ連絡いただくなど

の協力が得られるよう、地域の実情に応じて特段の御配意をお願いするといった内容となってい

ます。 

 

貴所管福祉事務所及び生活困窮者自立相談支援機関におかれては、本件について御了知いただ

くとともに、本取組に可能な限り御協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 






















